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広
告
〉

　

昨
今
の
価
格
高
騰
に
よ
る
家
計

へ
の
負
担
増
を
踏
ま
え
、
国
か
ら

の
電
力
・
ガ
ス
食
料
品
等
価
格
高

騰
重
点
支
援
地
方
交
付
金
を
活
用

し
、
特
に
影
響
が
大
き
い
低
所
得

者
世
帯
に
対
し
て
、
給
付
金
を
支

給
し
ま
す
。

【
給
付
対
象（
給
付
要
件
）】

　

基
準
日（
令
和
5
年
6
月
1
日

時
点
）に
お
い
て
八
雲
町
に
住
民

登
録
が
あ
り
、
世
帯
全
員
の
令
和

5
年
度
の
住
民
税
均
等
割
が
非
課

税
で
あ
る
世
帯
。

※
今
回
の
給
付
金
に
つ
い
て
は
、

「
世
帯
全
員
が
課
税
者
か
ら
扶

養
を
受
け
て
い
る
世
帯
」で
あ
っ

て
も
支
給
対
象
と
な
り
ま
す
。

【
給
付
額
】

　

1
世
帯
あ
た
り
3
万
円

【
書
類
発
送
時
期
】

　

8
月
上
旬
に
、
給
付
金
対
象
世

帯
並
び
に
給
付
対
象
と
思
わ
れ
る

世
帯
へ
必
要
書
類
を
発
送
し
ま

す
。

【
給
付
日
】

　

手
続
き
後
に
送
付
さ
れ
る
支
給
決

定
通
知
書
に
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

【
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
理
由
に

　
避
難
し
て
い
る
方
へ
の
支
援
】

　

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
理
由
に

避
難
し
て
い
る
方
で
、
事
情
に
よ

り
基
準
日
以
前
に
お
住
ま
い
の
市

区
町
村
に
住
民
票
を
移
す
こ
と
が

出
来
な
い
方
は
、
今
お
住
ま
い
の

市
区
町
村
へ
申
請
を
行
っ
て
い
た

だ
く
こ
と
で
給
付
金
を
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
相
談
く
だ
さ
い
。

【
給
付
金
を
装
っ
た
詐
欺
に
注
意

　
し
て
く
だ
さ
い
】

　

町
や
国
の
職
員
が
現
金
自
動
預

払
機（
A
T
M
）の
操
作
や
給
付
金

の
給
付
の
た
め
に
手
数
料
の
振
り

込
み
を
お
願
い
す
る
こ
と
は
絶
対

に
あ
り
ま
せ
ん
。
自
宅
や
職
場
な

ど
に
町
や
国
の
職
員
な
ど
を
か

た
っ
た
電
話
や
、
郵
便
、
メ
ー
ル

が
届
い
た
ら
、
近
く
の
警
察
署

（
ま
た
は
警
察
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ

ル（
♯
9
1
1
0
））に
連
絡
し
て

く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
・
書
類
提
出
先
】

　
住
民
生
活
課
社
会
係　

　
☎
0
1
3
7
―
62
―
2
1
1
2

八
雲
町
低
所
得
世
帯
支
援
給
付
金

（
3
万
円
／
1
世
帯
）の
ご
案
内

令和
5年度

令和
5年度

　

食
費
等
の
物
価
高
騰
等
に
直
面

し
、
影
響
を
特
に
受
け
る
低
所
得

の
子
育
て
世
帯
の
生
活
を
支
援
す

る
た
め
、
次
の
と
お
り
給
付
金
を

支
給
し
ま
す
。
基
準
日（
申
請
時

点
）に
お
い
て
、
八
雲
町
に
住
民

登
録
が
あ
る
方
が
対
象
と
な
り
ま

す
。
詳
し
く
は
、
町
H
P
を
確
認

く
だ
さ
い
。

【
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
の
方
】

　

令
和
5
年
3
月
31
日
時
点
で
18

歳
未
満
の
児
童（
障
が
い
児
の
場

合
は
20
歳
未
満
）を
養
育
す
る
父

母
等
で
あ
り
、
次
の
ど
ち
ら
か
に

該
当
す
る
方
は
申
請
が
必
要
で

す
。

①
令
和
5
年
度
住
民
税（
均
等
割
）

が
非
課
税
の
方
。

②
令
和
5
年
1
月
以
降
の
収
入
が

　

急
変
し
、
住
民
税
非
課
税
相
当

　

の
収
入
と
な
っ
た
方
。

※
申
請
書
等
は
、
町
H
P
を
確
認

く
だ
さ
い
。

【
ひ
と
り
親
世
帯
の
方
】

　

公
的
年
金
等
を
受
給
し
て
い
る

こ
と
に
よ
り
令
和
5
年
3
月
分
の

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
な

い
方
、
食
費
等
の
物
価
高
騰
の
影

響
を
受
け
て
家
計
が
急
変
し
、
児

童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方

と
同
じ
水
準
の
収
入
の
方
は
、
申

請
が
必
要
で
す
。

※
北
海
道
か
ら
の
給
付
金
支
給
と

な
り
ま
す
の
で
、
申
請
書
等

は
、
北
海
道
H
P
を
確
認
く
だ

さ
い
。

【
給
付
額
】

　

児
童
1
人
当
た
り
一
律
5
万
円

【
申
請
期
限
】

　

令
和
6
年
2
月
29
日（
木
）

【
給
付
日
】

　

支
給
決
定
通
知
書
に
て
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

【
提
出
方
法
・
提
出
先
】

　

申
請
書
の
提
出
は
次
の
い
ず
れ

か
の
方
法
と
し
ま
す
。

①
申
請
書
の
持
参

・
住
民
生
活
課
児
童
係

・
熊
石
総
合
支
所
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

・
落
部
支
所

②
郵
送

　

〒
0
4
9
―
3
1
9
2

　

八
雲
町
住
初
町
1
3
8
番
地　

　

八
雲
町
役
場
住
民
生
活
課

　
　
　
　
　
　
　
　

児
童
係　

宛

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
住
民
生
活
課
児
童
係

　
☎
0
1
3
7
―
62
―
2
1
1
2

低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金

の
ご
案
内
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